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入 札 公 告 

(建築のためのサービスその他の技術的サービス(建設工事を除く)) 
  

次のとおり一般競争入札に付する。 

なお、本業務は入札手続きの合理化を図るため、入札契約手続き等の窓口について分任支

出負担行為担当官とは異なる事務所にて集約化を行う「事務集中化の対象業務」である。  

本業務は、技術提案を受け付け、価格と価格以外の要素を総合的に評価して落札者を決定す

る総合評価落札方式の適用業務である。なお、本業務の予定価格が５００万円を超える場合に

は、技術提案の確実な履行の確保を厳格に評価するため、技術提案の評価項目に新たに「履行

確実性」を加えて技術評価を行う試行業務である。 

  

今回の業務に参加可能な実績を有し、業務拠点の参加条件を満たす者は、４０者程度が見込

まれる。 

 

令和８年７月１０日 

分任支出負担行為担当官 

近畿地方整備局 大阪国道事務所長 瀬戸下 伸介 

 

１．業務概要 

（１）業 務 名 Ｒ８国道１７１号西河原交差点改良事業用地補償総合技術業務 

（電子入札対象案件） 

                             （電子契約対象案件） 

（２）業務目的 本業務は、大阪国道事務所における道路の整備事業等に必要な土地等の取

得等及びこれに伴う損失の補償に関する公共用地交渉等を行い、当該事業の用地取得の

早期進捗を図ることを目的とする業務である。 

（３）業務の内容 

本業務は、以下に掲げる内容を行うものである。 

なお、本業務は、発注者が受注者にする指示及び承諾行為は受注者の主任担当者に対

して行うため、実施する担当技術者又は業務従事者は主任担当者の管理下において作業

を行うものである。 

１）概況ヒアリング等 

２）現地踏査等 

３）権利者の特定 

４）補償額算定書等の照合 

５）補償金明細表の作成 

６）公共用地交渉方針の策定及び公共用地交渉用資料の作成 

７）権利者等に対する公共用地交渉等 

８）公共用地交渉後の措置 

９）その他の業務 

その他の業務は、移転に伴う法令上の制限の有無及びその内容について、権利者
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からの情報提供の求めに対する関係機関への確認及びその情報提供等をいう。 

10）本業務の権利者数は８０名を予定している。 

（４）本業務の履行箇所 

本業務の履行箇所は、以下のとおりである。 

１）一般国道１７１号西河原地区交差点改良事業（大阪府茨木市東太田一丁目地先） 

（５）技術提案に関する要件 

業務を実施するにあたっては以下の視点から、競争参加資格確認申請書等を提出する

者（以下「競争参加資格確認申請者」という。）は創意工夫を発揮し、質の向上に努め

るための、各提案を行うものとする。 

１）業務の実施方針に関する提案 

競争参加資格確認申請者は、業務実施の具体的な方法、業務の質の確保の方法等

について、業務全般に係る質の向上の観点から取り組むべき事項等の提案を行うこと

とする。 

２）本業務における留意点に対する技術提案 

競争参加資格確認申請者は、入札説明書に定める留意点を踏まえた技術提案を行

うこととする。 

（６）成果物について 

本業務により提出される成果物は以下のものであるが、その内容において、誤字・脱

字、計算間違い、適用基準の間違い、入力間違い等に十分留意すること。 

１）補償金明細表 １式 

２）用地補償総合技術業務協議書 １式 

３）権利者から確認を得た調書の写し又は遺産分割協議書等の写し １式 

４）権利者へ交付及び説明した補償金提示書の写し １式 

５）権利者の署名押印済みの補償契約書の写し １式 

６）公共用地交渉等記録簿 １式 

７）移転履行状況等確認報告書 １式 

８）用地補償総合技術業務日報 １式 

９）権利者毎の公共用地交渉達成状況引継書 １式 

１０）その他業務発注担当部署が指示したもの 

（７）履行期間 

  契約締結日の翌日から令和９年３月３１日 

（８）本業務は、競争参加資格確認申請書、競争参加資格確認資料の提出及び入札を電子入

札システムで行う対象業務である。なお、例外的に電子入札システムによりがたいもの

は、発注者の承諾を得て、紙入札方式に代えるものとする。 

（９）本業務は、契約手続きにかかる書類の授受を、原則として電子契約システムで行う対

象業務である。なお、電子契約システムによりがたい場合は、発注者の承諾を得て紙契

約方式に代えるものとする。 

（10）発注者の承諾を得て紙方式に代える場合、書面手続きにおける押印等の取扱いにつ

いて留意すること。 
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（11）本業務は、賃上げを実施する企業に対して総合評価における加点を行う業務である。 

（12）本業務は、ワーク・ライフ・バランス等を推進する企業として法令に基づく認定を受

けた企業を加点評価する業務である。 

 

２．競争参加資格 

競争参加資格確認申請者は、下記２-１．に掲げる資格を満たしている単体企業又は下記

２-２．に掲げる資格を満たしている設計共同体であること。 

２-１．単体企業 

（１）予算決算及び会計令（昭和２２年勅令第１６５号。以下「予決令」という。）第７０

条及び第７１条の規定に該当しない者であること。 

（２）近畿地方整備局（港湾空港関係を除く。）における令和７・８年度補償関係コンサ

ルタント業務に係る一般競争（指名競争）参加資格の認定を受けていること。（会社

更生法（平成１４年法律第１５４号）に基づき更生手続開始の申立てがなされている

者又は民事再生法（平成１１年法律第２２５号）に基づき再生手続開始の申立てがな

されている者については、手続開始の決定後、近畿地方整備局長が別に定める手続に

基づき一般競争（指名競争）参加資格の再認定を受けていること。  
（３）会社更生法に基づき更生手続開始の申立てがなされている者又は民事再生法に基づ

き再生手続開始の申立てがなされている者（上記（２）の再認定を受けたものを除く）

でないこと。 

（４）競争参加資格確認申請書等の提出期限の日から開札の時までの期間に、近畿地方整備

局長から建設コンサルタント業務等に関し、指名停止の措置を受けている期間中でない

こと。 

（５）警察当局から、暴力団員が実質的に経営を支配する者又はこれに準ずる者として、国

土交通省公共事業等からの排除要請があり、当該状態が継続しているものでないこと。 

（６）法人税並びに消費税及び地方消費税の滞納がないこと。 

（７）労働保険、厚生年金保険等の適用を受けている場合、保険料等の滞納がないこと。 

（８）入札参加希望者は代表者又は代理権限のある名義人のＩＣカードにより、電子入札シ

ステムからダウンロードした当該業務の入札説明書及び設計図書等に基づき資料を作成

すること。ただし、電子記録媒体（ＣＤ-Ｒ等）を下記４．（２）２）に持参又は返信

用封筒を添えて電子記録媒体を郵送することにより電子データの交付を受け、資料を作

成した者も可とする。 

   なお、「返信用封筒」は簡易書留料金を加えた所定の料金の切手を貼付すること。

（以下、同じ） 

   また、「郵送」は、郵送（書留郵便に限る）または託送（書留郵便と同等のものとす

る。）によるものとする。（以下、同じ） 

   （９）入札に参加しようとする者の間に資本関係又は人的関係がないこと。 

 （１０）「補償コンサルタント登録規程」（昭和５９年９月２１日建設省告示第１３４１

号）（以下「登録規程」という。）第２条第１項の別表に掲げる総合補償部門又は土地

調査部門、土地評価部門、物件部門及び補償関連部門の４部門全ての登録部門において

登録を受けていること。 

なお、登録規程第２条第１項の別表に掲げる総合補償部門又は土地調査部門、土地評
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価部門、物件部門及び補償関連部門の４部門全ての登録部門において登録を受けていな

い企業も競争参加資格確認申請書等を提出することができるが、開札の時において、登

録規程第２条第１項の別表に掲げる総合補償部門又は土地調査部門、土地評価部門、物

件部門及び補償関連部門の４部門全ての登録部門において登録を受けていなければなら

ない。 

 （１１）本業務に設計共同体として資料を提出した場合、その構成員は、単体として資料

を提出することはできない。 

 

２-２．設計共同体 

上記２-１．（１）から（１０）（ただし、上記２-１．（８）については設計共

同体の構成員のうち一者が満たしていればよい。）に掲げる条件を満たしている者に

より構成され、業務の特性に応じた分担業務となっている設計共同体であって、「競

争参加者の資格に関する公示（設計共同体）」（令和８年３月３１日付け近畿地方整

備局長）に示すところにより、近畿地方整備局長から本業務に係る設計共同体として

の競争参加者の資格（以下「設計共同体としての資格」という。）の認定を開札の時

までに受けているものであること。 

２-３．入札参加者間の公平性 

入札に参加しようとする者の間に以下の基準のいずれかに該当する関係がないこ

と。なお、上記の関係がある場合に、辞退する者を決めることを目的に当事者間で連

絡をとることは、競争契約入札心得第４条の３第２項の規定（入札参加者は、入札に

当たっては、他の入札参加者と入札意思、入札価格（入札保証金の金額を含む。）又

は入札書、工事費内訳書その他分任支出負担行為担当官に提出する書類の作成につい

ていかなる相談も行ってはならず、独自に入札価格を定めなければならない）に抵触

するものではないことに留意すること。 

 （１）資本関係 

以下のいずれかに該当する二者の場合。 

１）子会社等（会社法（平成 17 年法律第 86 号）第２条第３号の２に規定する子会

社等をいう。以下同じ。）と親会社等（同条第４号の２に規定する親会社等をい

う。以下同じ。）の関係にある場合 

２）親会社等を同じくする子会社等同士の関係にある場合 

 （２）人的関係 

以下のいずれかに該当する二者の場合。１）については、会社等（会社法施行規

則第２条第３項第２号に規定する会社等をいう。以下同じ。）の一方が民事再生法第

２条第４号に規定する再生手続が存続中の会社等又は更生会社（会社更生法第２条第

７項に規定する更生会社をいう。）である場合を除く。 

１)一方の会社等の役員（会社法施行規則第２条第３項第３号に規定する役員のうち、

次に掲げる者をいう。以下同じ。）が、他方の会社等の役員を現に兼ねている場合 

イ 株式会社の取締役。ただし、次に掲げる者を除く。 

・会社法第２条第 11 号の２に規定する監査等委員会設置会社における監査等委 

員である取締役 
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・会社法第２条第 12 号に規定する指名委員会等設置会社における取締役 

・会社法第２条第 15 号に規定する社外取締役 

・会社法第 348 条第１項に規定する定款に別段の定めがある場合により業務を執

行しないこととされている取締役 

ロ 会社法第 402 条に規定する指名委員会等設置会社の執行役 

ハ 会社法第 575 条第１項に規定する持分会社（合名会社、合資会社又は合同会社

をいう。）の社員（同法第 590 条第１項に規定する定款に別段の定めがある場合

により業務を執行しないこととされている社員を除く。） 

ニ 組合の理事 

ホ その他業務を執行する者であって、イからニまでに掲げる者に準ずる者 

２）一方の会社等の役員が、他方の会社等の民事再生法第 64 条第２項又は会社更生法

第 67 条第１項の規定により選任された管財人（以下単に「管財人」という。）を

現に兼ねている場合 

３)一方の会社等の管財人が、他方の会社等の管財人を現に兼ねている場合 

 （３）その他の入札の適正さが阻害されると認められる場合 

組合（設計共同体を含む。）とその構成員が同一の入札に参加している場合その

他上記（１）又は（２）と同視しうる資本関係又は人的関係があると認められる場合。 

２-４．競争参加資格確認申請者に関する要件 

（１）中立公平性に関する要件 

入札に参加しようとする者は、本業務の履行箇所に係る被補償者との間において、資

本的・人的関係がないこと（※）。 

※「資本的・人的関係がないこと」とは、次のことをいう。 

１）会社法に基づく子会社等、親会社等の関係にないこと。 

２）入札参加者自身が被補償者でないこと及び入札参加者の役員が被補償者でないこと

又は入札参加者の役員が被補償者の役員を兼ねていないこと。 

（２）誓約書の提出 

上記（１）における中立公平性が確認できる誓約書を入札説明書の様式-１０、-１０

別紙にて提出することとする。 

なお、誓約書の提出期限は競争参加資格確認申請書と同様とする。 

（３）業務実施体制に関する要件 

１）競争参加資格確認申請者は、近畿地方整備局管内（福井県、滋賀県、京都府、大阪

府、兵庫県、奈良県、和歌山県）に業務拠点（配置予定主任担当者が恒常的に常駐し

業務を行うところ。）を有するものであること。 

２）業務の主たる部分を再委託するものでないこと。 

３）業務の分担構成が不明確又は不自然でないこと。 

４）設計共同体の場合に、業務の分担構成が必要以上に細分化されていないこと。 

（４）業務実績に関する要件 

競争参加資格確認申請者は、平成２３年度以降公告日までに完了した以下に示す業務

において、１件以上の実績を有すること。 

なお、設計共同体にあっては、構成員のうちのいずれかの企業が平成２３年度以降公
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告日までに完了した以下に示す業務において、１件以上の実績を有すること。ただし、

地方整備局用地関係業務成績評定要領に基づき業務成績評定が成されている業務におい

ては、業務成績が６０点未満（本業務公告時において未完了の業務成績は含まない。）

でないことで実績として認める。また、調査基準価格を下回る価格で契約した業務、及

び近畿地方整備局発注業務において品質確保基準価格を下回る価格により受注で契約し

た業務においては、業務成績が７０点未満（本業務公告時において未完了の業務成績は

含まない。）でないことで実績とする。 

実績として認める業務： 

国、特殊法人等、地方公共団体、地方公社又は土地収用法第３条各号の一に規

定する事業を行う者が発注した登録規程第２条第１項の別表及び「補償コンサ

ルタント登録規程の施行及び運用について」（令和２年１２月２３日付け国不

用第３５号。以下「運用通知」という。）記１の別紙に定めるいずれかの業務

（用地補償技術補助業務、用地補償総合技術業務、用地補償交渉技術業務、用

地補償積算技術業務、用地補償審査技術業務、用地関係資料作成整理等業務及

び用地調査点検等技術業務を含む。） 

２-５．配置予定主任担当者等に対する要件は、以下のとおりとする。 

（１）配置予定主任担当者の資格等 

業務の履行をつかさどる者として、下記１）、２）、３）、４）及び５）のすべての

条件を満たす者１名を主任担当者として置かなければならない。 

１）次のいずれかの資格等を有する者。 

イ 公共用地交渉業務及びこれに関連する業務を総合的に行う業務に関し７年以上の

実務の経験を有する者であって、補償業務に関し５年以上の指導監督的実務の経

験を有する者。 

ロ 補償業務全般に関する指導監督的実務の経験７年以上を含む２０年以上の実務の

経験を有する者。 

ハ 登録規程第２条第１項の別表に掲げる総合補償部門に係る補償業務管理者。 

ニ 一般社団法人日本補償コンサルタント協会が定める「補償業務管理士研修及び検

定試験実施規程（平成３年３月２８日理事会決定）（以下「実施規程」という。）

第３条に掲げる総合補償部門において実施規程第１４条に基づく補償業務管理士

登録台帳に登録された補償業務管理士。 

ホ 実施規程第３条に掲げる土地調査部門、土地評価部門、物件部門及び補償関連部

門の４部門すべてにおいて実施規程第１４条に基づく補償業務管理士登録台帳に

登録された補償業務管理士。 

２）配置予定主任担当者に必要とされる同種又は類似業務の実績 

配置予定主任担当者は、平成２３年度以降公告日までに完了した以下に示す同種

又は類似業務において、１件以上の実績を有すること（照査技術者として従事した業

務は実績として認めない。）。ただし、地方整備局用地関係業務成績評定要領に基づ

く業務成績が６０点未満（本業務の公告時において未完了の業務成績は含まない）の

場合は実績として認めない。 

業務実績には、平成２３年度以降公告日までに元請として同種又は類似業務に従
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事した経験のほか、出向又は派遣、再委託を受けて行った業務実績も同種又は類似業

務の実績として認める（ただし、照査技術者として従事した業務は除く。）。また、

発注者として従事した同種又は類似業務の経験も実績として認める。 

また、上記の期間に１年以上の産前・産後・育児休業、介護休業及び傷病休業

（以下、「長期休暇」という。）を取得した場合は、長期休暇期間に相当する期間

を実績として求める期間に加えることができる。なお、実績として求める期間に加

える場合、期間は年単位とし、１年未満は切り捨てとする。 

同種業務：国、特殊法人等、地方公共団体、地方公社又は土地収用法第３条各号の

一に規定する事業を行う者が発注した登録規程第２条第１項の別表及び

運用通知記１の別紙に定める補償関連部門の補償説明業務又は総合補償

部門の公共用地交渉業務（用地補償技術補助業務、用地補償総合技術業

務及び用地補償交渉技術業務を含む。）。 

類似業務：国、特殊法人等、地方公共団体、地方公社又は土地収用法第３条各号の

一に規定する事業を行う者が発注した登録規程第２条第１項の別表及び

運用通知記１の別紙に定めるいずれかの業務（同種業務を除き、用地補

償積算技術業務、用地補償審査技術業務、用地関係資料作成整理等業務

及び用地調査点検等技術業務を含む。）。 

３）直接的雇用関係 

配置予定主任担当者は、本業務の履行期間中（契約日から業務完了まで）に、本

業務の受注者と直接的雇用関係がなければならない。 

なお、受注者（競争参加資格確認申請者の提出者）と直接的雇用関係にあること

を証明する資料（入札説明書の様式-１１）を添付すること。 

４）手持ち業務量 

配置予定主任担当者は、令和８年７月１０日（公告日）現在の手持ち業務量（本

業務を含まず、特定後未契約のもの及び落札決定通知を受けているが未契約のものを

含む。）が５億円未満かつ１０件未満であること。 

手持ち業務とは管理技術者又は担当技術者（測量又は地質調査業務における主任

技術者及び担当技術者、補償関係コンサルタント業務における主任担当者及び担当技

術者、又は他の業種においてはこれらに相当する技術者を含む。）として従事してい

る契約金額が 500 万円以上の業務をいう。なお、複数年契約の業務の場合は、契約金

額を履行期間の総月数（注１）で除し、当該年度の履行月数を乗じた金額とする。ま

た設計共同体として受注した業務の場合は、総契約金額に出資比率（注２）を乗じた

金額とする。 

注１ 月数については、各月の日数に関係なく履行期間に含まれる月をひと月と

して算定する。 

注２ テクリスに登録されている場合においては、テクリス登録の請負金額とす

る。なお、出資比率等で分担金額が確認出来ない場合は、総契約金額（当該

年度分）とする。 

ただし、令和８年７月１０日（公告日）現在での手持ち業務のうち、国土交通省

の所管に係る建設コンサルタント業務等（港湾空港関係及び営繕工事に係るものを除
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く。）において調査基準価格を下回る金額で落札した業務がある場合には、手持ち業

務量の契約金額を５億円未満から２．５億円未満に、件数を１０件未満から５件未満

にするものとする。 

なお、国土交通省の所管に係る業務で、繰越明許費に係る翌年度にわたる債務負

担（翌債）（財政法第４３条の３）により、履行期間を延長して前年度から当該年度

に繰越を行ったもの（事故繰越し（財政法第４２条ただし書き）を行った業務は除

く。）は手持ち業務に含まない。 

また、本業務の履行期間中は主任担当者の手持ち業務量が契約金額５億円、件数

で１０件（令和８年７月１０日（公告日）現在での手持ち業務に、国土交通省所管に

係る建設コンサルタント業務等（港湾空港関係及び営繕工事に係るものを除く。）で

調査基準価格を下回る金額で落札したものがある場合には契約金額で２．５億円、件

数で５件）を超えないこととし、超えた場合には、遅滞なくその旨を報告しなければ

ならない。その上で、業務の履行を継続することが著しく不適当であると認められる

場合には、当該主任担当者を、以下のイ）からハ）までのすべての要件を満たす技術

者に交代させる等の措置請求を行う場合があるほか、業務の履行を継続する場合であ

っても、本業務の業務成績評定に厳格に反映させるものとする。 

イ）当該主任担当者と同等の同種又は類似業務実績を有する者 

ロ）当該主任担当者と同等の技術者資格を有する者 

ハ）手持ち業務量が当該業務の入札説明書又は特記仕様書において設定している配置

予定主任担当者の手持ち業務量の制限を超えない者 

５）配置予定主任担当者自身が被補償者でないこと及び被補償者の役員を兼ねていない

こと。 

（２）配置予定担当技術者の資格等 

担当技術者を設置する場合は、下記１）及び２）に示す条件をすべて満たす者を置か

なければならない。 

   １）次のいずれかの資格等を有する者 

    イ 公共用地交渉業務及びこれに関連する業務を総合的に行う業務に関し５年以上の

実務の経験を有する者であって、補償業務に関し３年以上の指導監督的実務の経験

を有する者 

    ロ 補償業務全般に関する指導監督的実務の経験５年以上を含む１０年以上の実務の

経験を有する者 

    ハ 登録規程第 2 条第 1 項の別表に掲げる総合補償部門に係る補償業務管理者 

    ニ 実施規程第 3 条に掲げる総合補償部門において実施規程第 14 条に基づく補償業

務管理士登録台帳に登録された補償業務管理士 

    ホ 実施規程第 3 条に掲げる土地調査部門、土地評価部門、物件部門及び補償関連部

門の４部門すべてにおいて実施規程第 14 条に基づく補償業務管理士登録台帳に登

録された補償業務管理士 

   ２）予定担当技術者自身が被補償者でないこと及び被補償者の役員を兼ねていないこ

と。 

（３）配置予定業務従事者の資格等 
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配置予定業務従事者を設置する場合は、下記１）及び２）に示す条件をすべて満たす

者であること。ただし、業務従事者を複数名配置する場合、うち１名については、下記

１）を満たす必要はない。 

１）公共用地取得に関する補償業務について、３年以上の実務経験を有する者（行政機

関の職員としての経験、民間コンサルタントの職員としての経験の別を問わない）。 

２）配置予定業務従事者自身が被補償者でないこと及び被補償者の役員を兼ねていない

こと。 

２-６．競争参加資格確認申請書等に関する要件 

競争参加資格確認申請書等において、内容が殆ど記載されていない、又は提案内容等

が判断できない場合は競争参加資格がないものとする。 

 

３．総合評価落札方式に関する事項 

（１）落札者を決定するための基準 

落札者の決定は、総合評価落札方式により行うものとする。 

入札参加者は、価格及び競争参加資格確認申請書等をもって入札をし、次の各要件に

該当する者のうち、下記（２）総合評価の評価方法によって得られた数値（以下「評価

値」という。）の最も高い者を落札者とする。 

１）入札価格が予決令第７９条の規定に基づいて作成された予定価格の制限の範囲内で

あること。 

なお、入札価格は、設計図書に基づき算出するものとする。ただし、国の支払い

の原因となる契約のうち予定価格が１，０００万円を超える請負契約について落札者

となるべき者の入札価格によっては、その者により当該契約の内容に適合した履行が

されないおそれがあると認められるとき、又はその者と契約を締結することが公正な

取引の秩序を乱すこととなるおそれがあって著しく不適当であると認められるときは、

予定価格の制限の範囲内の価格をもって入札した他の者のうち評価値が最も高い者を

落札者とすることがある。 

２）落札者となるべき者の入札価格が予決令第８５条に基づく調査基準価格を下回る場

合は、予決令第８６条の調査及び業務完了後に業務コスト調査を行うものとする。 

３）上記において、評価値が最も高い者が２名以上あるときは、電子入札システムにお

いてくじ引きを実施し、落札者を決定する。 

（２）総合評価の評価方法 

１）評価値の算出方法 

評価値の算出方法は、以下のとおりとする。 

評価値＝価格評価点＋技術評価点 

２）価格評価点の算出方法 

価格評価点の算出方法は、以下のとおりとする。 

価格評価点＝（価格評価点の満点）×（１-入札価格／予定価格） 

価格評価点の満点は３０点とする。 

３）技術評価点の算出方法 

競争参加資格確認申請書等の内容に応じ、下記Ａ、Ｂ、Ｃ、Ｄ、Ｅの評価項目毎
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及び本業務の予定価格が５００万円を超える場合には、Ｆの評価項目を加え評価を行

い、技術評価点を与える。 

なお、技術評価点の満点は６０点とする。 

Ａ 配置予定技術者の経験及び能力 

Ｂ 実施方針 

Ｃ 技術提案 

Ｄ 賃上げの実施 

Ｅ WLB(ワーク･ライフ･バランス)関連認定制度 

Ｆ 技術提案等の履行確実性 

技術評価点の算出方法は、以下のとおりとする。 

技術評価点＝（技術評価点の満点）×（技術評価の得点合計／技術評価の配点

合計） 

技術評価の得点合計＝（Ａに係る評価点）＋（Ｄに係る加点）＋（Ｅに係る加点）＋

（技術提案評価点）×（Ｆの評価に基づく履行確実性度） 

技術提案評価点＝（Ｂに係る評価点）＋（Ｃに係る評価点） 

４．入札手続等 

（１）担当部局 

〒573-1191 大阪府枚方市新町２－２－１０（淀川河川事務所内） 

近畿地方整備局 総務事務センター 大阪分室 

電 話 072-843-6591 

Ｍａｉｌ kkr-osaka-soumujimu@mlit.go.jp 

（２）入札説明書及び見積りに必要な図書等の交付期間、場所及び方法 

入札説明書及び見積りに必要な図書等は、電子入札システムにより交付する（電子入

札システムの調達案件一覧中、本案件の「掲載文書一覧」欄からダウンロードするこ

と。）。交付期間は、公告日から令和８年７月３０日（木）までのうち行政機関の休日

に関する法律（昭和６３年法律第９１号）第１条第１項に規定する行政機関の休日（以

下「休日」という。）を除く毎日、９時００分から１８時００分まで（最終日は１２時

００分まで）とする。 

ただし、上記交付方法による入手ができない入札参加希望者に対しては、電子記録媒

体（ＣＤ-Ｒ等）を下記申込先に持参又は返信用封筒を添えて電子記録媒体を郵送する

ことにより、電子データにて交付するので、下記申込先にあらかじめ申し出ること。 

１）交付期間：公告日から令和８年７月３０日（木）までのうち、休日を除く毎日、

９時３０分から１６時３０分まで（最終日は１２時００分まで）とする。 

２）申込先及び交付場所：上記４．（１）に同じ。 

     ３）交付申込期限：令和８年７月３０日（木） １２時００分まで 

（３）競争参加資格確認申請書等の提出期間、場所及び方法 

１）提出期間：公告日から令和８年７月３０日（木）１８時００分までの休日を除

く毎日、９時００分から１８時００分まで（最終日は、１２時００

分まで） 

なお、紙により持参する場合は、９時３０分から１６時３０分まで
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（最終日は、１２時００分まで）。 

２）提出先（紙により持参、郵送等による場合）：上記（１）に同じ 

３）提出方法：技術資料等アップロードシステムを使用して提出すること。 

ただし、発注者の承諾を得た場合は紙により持参、郵送により提出

すること。 

（４）競争参加資格確認申請書等に関する審査の実施 

    審査では競争参加資格確認申請書等に記載された内容の確認を行う。また、必要に応

じ、以下の事項についてヒアリングを実施する場合がある。 

    １）実施方法：電話による 

２）実施期間：令和８年７月３１日（金）から令和８年８月３日（月） 

３）ヒアリング時間：別途連絡 

４）ヒアリング対象者：配置予定主任担当者 

５）ヒアリングにおける質疑応答内容 

・配置予定主任担当者の経歴について 

・配置予定主任担当者の業務実績について 

・実施方針について 

・技術提案について 

（５）競争参加資格確認結果の通知日 

競争参加資格確認結果通知は令和８年８月２０日（木）を予定する。 

（６）入札書の提出方法及び入札・開札の日時並びに場所 

入札書は電子入札システムにより提出すること。ただし、発注者の承諾を得た場合は

紙により持参すること（郵送又はＦＡＸによる提出は認めない）。 

１）電子入札システムによる入札の締め切りは、令和８年８月３１日（月）１２時００

分 

２）紙により持参の場合は、令和８年８月３１日（月）１２時００分までに近畿地方整

備局 総務事務センター 大阪分室に提出すること。 

３）開札は、令和８年９月１日（火）１１時００分 

近畿地方整備局 総務事務センター 大阪分室 入札室  にて行う。 

 

５．その他 

（１）手続において使用する言語及び通貨 日本語及び日本国通貨に限る。 

（２）入札保証金及び契約保証金 

１） 入札保証金 免除  

２） 契約保証金 免除  

（３）入札の無効  

本公告に示した競争参加資格のない者のした入札、競争参加資格確認申請書等に虚偽

の記載をした者のした入札、無効の技術提案をした者のした入札及び入札に関する条件

に違反した入札は無効とする。 

 （４）手続における交渉の有無  無 

（５）契約書作成の要否  要 
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（６）関連情報を入手するための照会窓口 上記４.（１）に同じ。 

（７）上記２．２-１（２）に掲げる一般競争（指名競争）参加資格の認定を受けていない

単体企業又は一般競争（指名競争）参加資格の認定を受けていない単体企業を構成員に

含む設計共同体も、上記４．（３）により競争参加資格確認申請書等を提出することが

できるが、競争に参加するためには、開札の時において、当該資格の認定を受け、かつ、

競争参加資格の確認を受けていなければならない。 

（８）履行確実性を評価するために、技術提案に関するヒアリングとは別に、履行確実性に

関するヒアリングを実施するとともに、競争参加資格確認申請書等とは別に追加資料の

提出を求める場合がある。 

（９）詳細は入札説明書による。 

 

                                  以上 


